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日
本
は
、海
に
囲
ま
れ
て
お
り
、幾
度
も
大

地
震
に
遭
遇
し
ま
し
た
。歴
史
的
に
い
く
つ

か
の
大
き
な
自
然
災
害
は
、政
権
基
盤
が
弱

い
時
に
起
き
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
時
に
何

故
か
果
断
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
た
人

物
が
出
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
す
。そ
れ
は
、

①
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
た
時
、村
山
富

市
社
会
党
党
首
を
首
相
と
す
る「
自
社
さ
連

立
内
閣
」。人
格
的
に
村
山
首
相
は
、自
分
の

力
を
知
っ
て
い
た
の
で
河
野
洋
平
自
民
党
総

裁
は
じ
め
、官
僚
機
構
を
活
用
し
ま
し
た
。②

関
東
大
震
災
直
後
の
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
後

藤
新
平
、﹇
帝
都
東
京
﹈の
再
建
を
進
め
た
こ

と
は
、よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。③
江
戸
の
明

暦
大
火
。大
老
た
ち
が
将
軍
に
避
難
す
べ
く

進
言
し
た
が
、老
中
保
科
正
之
は
、所
在
を
江

戸
城
と
明
確
に
指
示
し
、要
ら
ぬ
混
乱
を
防

い
だ
。ま
た
、﹇
御
救
い
粥
﹈を
江
戸
の
被
災
民

に
炊
き
出
し
し
、幕
府
は
財
政
多
難
の
中
、ス

ピ
ィ
ー
デ
ィ
に
町
方
へ
大
金
を
支
出
し
、迅

速
な
再
建
を
促
す
。④
安
政
の
大
地
震
。こ
の

時
期
、江
戸
で
は
、コ
レ
ラ
、は
し
か
が
大
流

行
。地
震
発
生
後
、阿
部
正
弘
・
堀
田
正
睦（
ま

さ
よ
し
）の
両
老
中
が
決
断
、す
ぐ
に
、民
に

﹇
お
救
い
粥
﹈を
提
供
、町
人
に
幕
府
米
蔵
か

ら﹇
お
救
い
米
﹈を
放
出
し
ま
し
た
。

　
真
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、常
に「
国
益
」と

「
民（
国
民
）の
利
益
」を
考
え
、「
今
、何
を
す

べ
き
か
」を
迅
速
に
少
人
数
で
的
確
に
判
断
、

命
が
け
で
決
断
し
、民
に「
安
全
と
安
心
」を

提
供
、民
は
、リ
ー
ダ
ー
を
信
頼
し
た
。

（
岩
見
記
）

法人会キャラクターけんたくん

私
の
ポ
ケ
ッ
ト

　福島県民俗芸能文化写真・映像保存協会事務局長　遠藤寛行さん撮影　福島県民俗芸能文化写真・映像保存協会事務局長　遠藤寛行さん撮影
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第
38
回
通
常
総
会
は
、
去
る
6
月
1
日

（
金
）
午
後
3
時
50
分
よ
り
ウ
エ
デ
ィ
ン

グ
エ
ル
テ
ィ
に
て
開
催
さ
れ
た
。
来
賓
の

木
幡
福
島
税
務
署
長
様
は
じ
め
多
く
の
会

員
の
方
が
出
席
。

　

議
事
で
は
、
議
題
１
．
平
成
23
年
度
事
業

経
過
報
告
承
認
の
件
、
議
題
２
．
平
成
23
年

度
収
支
決
算
報
告
並
び
に
監
査
報
告
承
認

の
件
、
議
題
３
．
平
成
24
年
度
事
業
計
画
（案）

承
認
の
件
、
議
題
４
．
平
成
24
年
度
収
支
予

算
（案）
承
認
の
件
、
議
題
５
．
公
益
認
定
申
請

手
続
き
承
認
の
件
、
議
題
６
．
公
益
認
定

に
伴
う
定
款
変
更
（案）
並
び
に
諸
規
程
（案）
承

認
の
件
、
議
題
７
．
社
団
法
人
福
島
法
人

会
納
税
貯
蓄
組
合
の
解
散
承
認
の
件
が
提

案
さ
れ
、
異
議
な
く
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　

平
成
24
年
度
活
動
方
針
と
し
て
、
①
組

織
基
盤
の
拡
充
強
化
、
②
財
政
基
盤
の
確

立
、
③
目
に
見
え
る
社
会
貢
献
活
動
の
実

施
、
④
会
員
企
業
支
援
の
た
め
の
事
務
局

機
能
の
充
実
、
⑤
公
益
認
定
の
取
得
「
地

域
の
発
展
と
活
力
あ
る
法
人
会
を
目
指

す
」
こ
と
と
し
た
。
な
か
で
も
公
益
認
定

の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
準
備
・
手
続
き
等
、
従
来
に
引
き
続
き

進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、
重
点
施
策
と
し
て
、
（１） 

税
務
行

政
へ
の
協
力
、
（２） 

税
制
改
正
に
対
す
る

提
言
・
要
望
、
（３） 
税
の
啓
発
活
動
・
社

会
貢
献
、
（４） 

研
修
事
業
の
強
化
、
（５） 

会

務
運
営
の
円
滑
化
、
（６） 
福
利
厚
生
事
業

第38回　通常総会開催

の
推
進
等
と
し
た
。

　

表
彰
式
も
執
り
行
わ
れ
、
次
の
方
々
が

受
賞
さ
れ
た
。（
敬
称
略
）

◎
会
員
増
強
表
彰

　

紺
野
正
雄
（
㈱
Ａ
水
技
研
）

　

齋
藤
義
博
（
㈱
丸
福
織
物
）

◎
福
利
厚
生
制
度

　
（
経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度
）推
進
表
彰

　

会
員
の
部

　
〈
金 

賞
〉

　

山
川　

章
（
㈱
山
川
印
刷
所
）

　
〈
銅 

賞
〉

　

石
本　

朗
（
㈱
福
島
丸
公
）

　

千
葉
政
行
（
㈱
サ
ン
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
福
島
）

　

桃
井
三
夫
（
㈱
日
新
土
建
工
業
所
）

　

受
託
会
社
職
員
の
部

　
〈
金 

賞
〉

　

村
島　

誠
（
大
同
生
命
）     

　

高
野
恭
子
（
大
同
生
命
）

紺野　正雄 氏千葉　政行 氏



平　成　23　年　度　決　算　額

科　　目 予  算  額 決  算  額 差　　異

I 一般正味財産増減の部

 1. 経常増減の部

  （1）経常収益

　　  基本財産運用益 10,000 5,071 4,929

　　  特定資産運用益 0 891 △ 891

　　  受取会費 20,000,000 20,225,948 △ 225,948

　　  事業収益 4,520,000 4,650,224 △ 130,224

　　  受取補助金等 13,414,000 13,444,600 △ 30,600

　　  受取負担金 2,115,000 2,045,000 70,000

　　  受取寄付金 100,000 91,445 8,555

　　  雑収益 321,000 578,251 △ 257,251

　　 【経常収益計】 40,480,000 41,041,430 △ 561,430

  （2）経常費用

　　  事業費 35,533,000 36,808,892 △ 1,275,892

　　  管理費 5,405,000 5,967,237 △ 562,237

　　 【経常費用計】 40,938,000 42,776,129 △ 1,838,129

　　 【評価損益等調整前当期経常増減額】 △ 458,000 △ 1,734,699 1,276,699

　　 【評価損益等計】 0 0 0

　　 【当期経常増減額】 △ 458,000 △ 1,734,699 1,276,699

  2. 経常外増減の部

  （1）経常外収益

　　 【経常外収益計】 0 0 0

  （2）経常外費用

　　　　法人税、住民税及び事業税 0 72,000 △ 72,000

　　 【経常外費用計】 0 72,000 △ 72,000

　　 【当期経常外増減額】 0 △ 72,000 72,000

　　 【当期一般正味財産増減額】 △ 458,000 △ 1,806,699 1,348,699

　　 【一般正味財産期首残高】 42,002,768 42,002,768 0

　　 【一般正味財産期末残高】 41,544,768 40,196,069 1,348,699

II 指定正味財産増減の部

　  受取補助金等 0 12,603,100 △ 12,603,100

　  　　受取全法連助成金 0 12,603,100 △ 12,603,100

　  一般正味財産への振替額 0 △ 12,603,100 12,603,100

　  　　一般正味財産への振替額 0 △ 12,603,100 12,603,100

　　 【当期指定正味財産増減額】 0 0 0

　　 【指定正味財産期首残高】 0 0 0

　　 【指定正味財産期末残高】 0 0 0

III 基金増減の部

　  　当期基金増減額 0 0 0

　  　基金期首残高 0 0 0

　  　基金期末残高 0 0 0

IV 正味財産期末残高 41,544,768 40,196,069 1,348,699

平成23年度決算・24年度予算
（単位：円）

平　成　24　年　度　予　算　額

科　　目 本年度予算 前年度予算 増　　減

I 一般正味財産増減の部

 i. 経常増減の部

  （i）経常収益

　　  1．基本財産運用益 0 10,000 △ 10,000

　　  2．受取会費 19,400,000 20,000,000 △ 600,000

　　  3．事業収益 4,660,000 4,520,000 140,000

　　  4．受取補助金 12,961,095 13,414,000 △ 452,905

　　  5．受取負担金 2,455,000 2,115,000 340,000

　　  6．受取寄付金 200,000 0 200,000

　　  7．雑収益 307,000 421,000 △ 114,000

経常収益計 39,983,095 40,480,000 △ 496,905

  （ii）経常費用

　　  1．公益目的事業 24,806,255 25,873,917 △ 1,067,662

　　  2． 収益事業等 9,183,632 9,659,083 △ 475,451

　　  3．管理費 6,040,109 5,405,000 635,109

経常費用計 40,029,996 40,938,000 △ 908,004

　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 46,901 △ 458,000 411,099

　　　基本財産評価損益等

　　　特定資産評価損益等

　　　投資有価証券評価損益等

　　　評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 46,901 △ 458,000 411,099

  ii. 経常外増減の部

  （i）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

  （ii）経常外費用

　　  法人税及び住民税 72,000 0 72,000

経常外費用計 72,000 0 72,000

当期経常外増減額 △ 72,000 0 △ 72,000

　他会計振替額

　当期一般正味財産増減額 △ 118,901 △ 458,000 339,099

　　　一般正味財産期首残高 40,196,069 42,002,768 △ 1,806,699

　　　一般正味財産期末残高 40,077,168 41,544,768 △ 1,467,600

II 指定正味財産の部 0 0 0

　　　受取補助金等

　　　　受取全法連助成金 12,298,789 12,728,000 △ 429,211

　　　　一般正味財産への振替額 △ 12,298,789 △ 12,728,000 429,211

　　　当期指定正味財産増減額

　　　指定正味財産期首残高

　　　指定正味財産期末残高

III 正味財産期末残高 40,077,168 41,544,768 △ 1,467,600



平
成　

年
度
税
制
改
正
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

〜
そ
の
７
〜

 　

平
成
23
年
12
月
2
日
付
で
「
経
済
社
会

の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築

を
図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
人
税
関
係
の
改
正
の
主
な
内
容
に
つ

い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
当
初
申
告
要
件
の
廃
止

　
　

こ
れ
ま
で
、
法
人
税
法
に
お
け
る
所

得
税
額
控
除
制
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、

確
定
申
告
書
等
に
適
用
を
受
け
る
べ
き

金
額
な
ど
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
場

合
又
は
一
定
の
書
類
を
添
付
し
た
場
合

に
限
り
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
（「
法
人
税
法
に
お
け
る

当
初
申
告
要
件
」
と
い
い
ま
す
。）
が

課
さ
れ
て
い
た
た
め
、
当
初
申
告
に
お

い
て
、
記
載
又
は
添
付
が
な
い
場
合
に

は
、
修
正
申
告
や
更
正
の
請
求
に
お
い

て
新
た
に
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
改

正
に
よ
り
、
当
初
の
申
告
に
お
い
て
制

度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
適
用
を
受
け
る
べ
き
金
額

県
税
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

代
替
取
得
し
た
不
動
産
に
係
る
不
動
産

取
得
税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
家

屋
、
農
地
等
の
所
有
者
が
、
そ
れ
ら
に
代

わ
る
も
の
を
平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
に

新
た
に
取
得
し
た
場
合
、「
新
た
に
取
得

し
た
家
屋
、
農
地
等
」
に
係
る
不
動
産
取

得
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
警
戒
区
域
や
計
画
的
避
難
区
域
、

居
住
困
難
区
域
内
に
あ
る
家
屋
、
農
地
等

に
代
わ
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
地
方
振
興
局
県

税
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
県
庁
税
務
課
）

な
ど
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

修
正
申
告
や
更
正
の
請
求
の
際
に
添
付

す
る
こ
と
に
よ
り
新
た
に
制
度
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

２
．
適
用
額
の
制
限
の
見
直
し

　
　

ま
た
、
当
初
申
告
に
お
い
て
、
適
用

を
受
け
る
金
額
と
し
て
記
載
さ
れ
た
金

額
が
適
用
限
度(

「
法
人
税
法
に
お
け

る
適
用
額
の
制
限
」
と
い
い
ま
す
。)

と
さ
れ
、
修
正
申
告
や
更
正
の
請
求
に

よ
っ
て
そ
の
限
度
を
超
え
て
適
用
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
一
部
の
制
度
に

つ
い
て
は
、
修
正
申
告
や
更
正
の
請
求

に
よ
っ
て
適
用
を
受
け
る
金
額
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

※　

1
、
2
共
に
平
成
23
年
12
月
2
日
以

後
に
確
定
申
告
書
等
の
提
出
期
限
が
到

来
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

３
．
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
見
直
し

①　

特
定
公
益
増
進
法
人
等
に
対
す
る
寄

附
金
の
特
別
損
金
算
入
限
度
額

　

法
人
が
支
出
す
る
特
定
公
益
増
進
法

人
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
寄

附
金
に
係
る
特
別
損
金
算
入
限
度
額
が
拡

充
さ
れ
ま
し
た
。（
算
式
１
）

②　

一
般
の
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額

　

法
人
が
支
出
す
る
一
般
の
寄
附
金
に
係

る
損
金
算
入
限
度
額
が
縮
減
さ
れ
ま
し

た
。（
算
式
２
）

※　

平
成
24
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

２３

拡充

縮減

【改正前】 【改正後】

損金算入限度額

一般寄附金

《イメージ図》

特増寄附金

算入限度額

特別損金

（改正前、改正後の寄附金の損金算入限度額）

損金算入限度額

一般寄附金

特増寄附金

算入限度額

特別損金

《算式１》

資本等のある法人（法令７７の２①一）
｛（資本金等の額×当期の月数/１２×０.３７５％【改正前０.２５％】）＋
（所得の金額×６.２５％【改正前５％】）｝×１/２

資本等のない法人（法令７７の２①二、法規２３の３）
所得の金額×６.２５％【改正前５％】

イ

ロ

《算式２》

資本等のある法人（法令７３①一）
｛（資本金等の額×当期の月数/１２×０.２５％）＋
（所得の金額×２.５％）｝×１/４【改正前１/２】

資本等のない法人（法令７３①二、法規２２の４）
所得の金額×１.２５％【改正前２.５％】

イ

ロ

　

詳
し
く
は
福
島
税
務
署
に
お
尋
ね
い

た
だ
く
か
、
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
〔
手
引
き

↓
法
人
税
関
係
↓
「
法
人
税
関
係
法
令

の
改
正
の
概
要
（
平
成
24
年
２
月
）」〕

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。



　

突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
成
年
後
見
制

度
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

近
年
の
日
本
で
は
、
高
齢
化
が
急
速
に

進
ん
で
お
り
、
そ
の
中
で
も
東
北
地
方

の
高
齢
化
率
は
25
・
２
％
と
全
国
平
均
の

22
・
７
％
に
比
べ
ひ
と
き
わ
高
く
、
ま
た

20
年
後
に
は
35
％
程
度
に
な
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
認
知
症
や

障
が
い
が
あ
っ
て
も
、
自
分
ら
し
く
安
心

し
て
生
活
で
き
る
よ
う
「
成
年
後
見
制
度
」

の
積
極
的
な
活
用
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
等
に
よ
り

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
が
、
不
利
益

を
被
ら
な
い
よ
う
に
支
援
・
保
護
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
、
平
成
12
年
4

月
よ
り
介
護
保
険
制
度
と
と
も
に
導
入
さ

れ
ま
し
た
。

　

成
年
後
見
制
度
に
は
任
意
後
見
制
度
と

法
定
後
見
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

任
意
後
見
制
度
は
本
人
が
あ
ら
か
じ
め

結
ん
で
お
い
た
任
意
後
見
契
約
に
し
た

が
っ
て
、
任
意
後
見
人
が
本
人
を
支
援
す

る
制
度
で
す
。
自
分
で
備
え
る
制
度
と
も

言
え
ま
す
。

　

法
定
後
見
制
度
は
判
断
能
力
が
不
十
分

な
人
に
親
族
な
ど
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
申

立
て
を
お
こ
な
い
、
適
任
と
思
わ
れ
る
支

援
者
が
選
ば
れ
る
制
度
で
、
さ
ら
に
判
断

能
力
の
程
度
に
よ
り
「
後
見
」「
保
佐
」「
補

助
」
の
3
つ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

皆
で
支
え
る
制
度
で
す
。

　

私
た
ち
税
理
士
の
実
務
に
お
い
て
も
成

年
後
見
制
度
と
の
関
わ
り
が
増
え
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
相
続
税
の
申
告
の
際
に
相

続
人
の
中
に
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方

が
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
遺
産
分
割
が
単
独

で
行
え
ず
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必

要
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
事

業
承
継
を
進
め
る
際
に
、
相
続
人
に
認
知

症
の
方
が
い
る
場
合
な
ど
は
、
事
業
資
金

の
融
資
時
の
担
保
の
問
題
な
ど
、
慎
重
に

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
あ
り

ま
す
。

　

東
北
税
理
士
会
で
は
平
成
24
年
4
月
に

成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
税

理
士
会
員
・
一
般
の
方
の
相
談
を
無
料
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

連
絡
先
は
電
話

　
「
０
５
０-

３
５
３
３-

６
７
７
７
」

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
東
北
税
理
士
会
成
年
後
見
」
で
検
索

し
て
く
だ
さ
い
。
税
理
士
は
地
域
に
密
着

し
た
財
産
管
理
と
税
の
専
門
家
で
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　

東
北
税
理
士
会
福
島
支
部　

安
部
修
太
郎

税
理
士
会
コ
ー
ナ
ー

「
成
年
後
見
制
度
と
税
理
士
」

　

日
頃
、
ラ

ン
チ
を
ふ
く

め
て
ソ
バ
と

ウ
ド
ン
の
ど

ち
ら
を
召
し

上
が
り
ま
す

か
。

「
そ
り
ゃ
ァ

ソ
バ
だ
な
」

と
仰
る
の
が

福
島
ッ
子
、

福
島
と
い
う
よ
り
東
日
本
一
帯
の
麺
食
い

の
傾
向
が
そ
う
で
し
た
。
そ
し
て
名
古
屋

の
あ
た
り
を
境
に
、
西
が
ウ
ド
ン
大
好
き

地
帯
と
い
う
の
が
わ
が
国
の
麺
の
お
お

ざ
っ
ぱ
な
分
布
、
つ
ま
り
は
東
は
ソ
バ
、

西
は
ウ
ド
ン
と
い
う
の
が
江
戸
時
代
以
来

の
日
本
人
の
麺
食
文
化
の
常
識
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
常
識
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
去
年

十
二
月
、
朝
日
新
聞
が
全
国
四
千
人
を
対

象
に
「
そ
の
常
識
は
本
当
か
」
と
い
う
面

白
い
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
東
ソ
バ
、
西

ウ
ド
ン
説
を
取
り
上
げ
ま
し
た
、
ご
記
憶

の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
結

果
、
西
日
本
で
ウ
ド
ン
党
が
圧
倒
的
だ
っ

た
の
は
当
然
と
し
て
、
東
日
本
も
な
ん
と

ウ
ド
ン
派
が
52
％
と
過
半
数
を
越
え
、
わ

ず
か
４
％
差
な
が
ら
ソ
バ
党
を
上
ま
わ
っ

て
い
る
と
い
う
数
字
が
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
は
正
直
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
、
わ

が
国
食
文
化
史
上
の
大
事
件
な
ど
と
は
申

し
ま
せ
ん
が
、
縄
文
型
東
北
人
の
私
に
は

そ
ん
な
気
分
で
、
食
の
好
み
も
時
代
と
と

も
に
か
く
も
変
わ
る
も
の
か
と
実
感
し
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
で
七
月
四
日
は
「
ウ
ド
ン
の
日
」

だ
そ
う
で
す
。

　

だ
れ
が
決
め
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
暦
を
眺
め
て
い
て
気
付
き
ま
し
た
。

と
に
か
く
ソ
バ
屋
さ
ん
に
く
ら
べ
ウ
ド
ン

圏
の
方
は
お
役
人
も
商
人
も
ウ
ド
ン
普
及

に
は
万
事
積
極
的
で
す
ね
、
県
指
定
の
品

種
の
小
麦
粉
を
使
わ
な
い
ウ
ド
ン
は
讃
岐

う
ど
ん
を
名
乗
る
こ
と
ま
か
り
な
ら
ん
と

産
地
名
称
登
録
を
い
ち
早
く
打
ち
出
し
た

か
と
思
う
と
、
香
川
県
で
は
県
名
を
「
う

ど
ん
県
」
に
変
え
よ
う
と
言
い
出
す
、
多

分
ジ
ョ
ー
ク
的
な
発
想
で
す
が
総
務
省
ま

で
頭
を
抱
え
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
行
政
の
後
押
し
を
う
け
、
最

近
安
い
、
早
い
を
ウ
リ
に
し
た
ウ
ド
ン

チ
ェ
ー
ン
が
全
国
で
急
展
開
し
て
い
る
こ

と
は
、
福
島
市
内
で
も
目
に
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
ソ
バ
派
で
あ
る
こ
と

が
福
島
ッ
子
の
嗜
み
だ
な
ど
大
袈
裟
な
こ

と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

以
上
老
舗
の
ソ
バ
屋
さ
ん
が

姿
を
け
さ
な
い
こ
と
を
心
か

ら
祈
っ
て
、
ア
ン
チ
ウ
ド
ン

の
旗
を
掲
げ
ま
し
た
。
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今
回
は
信
夫
木
材
通
商
の
今
野
陽
介
常
務

さ
ん
に
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
社

に
伺
お
う
と
し
た
ら
、
味
処
・
大
番
本
店
で

会
う
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
ら
本
社

の
真
向
か
い
に
大
番
本
店
が
あ
っ
た
。

　

若
い
常
務
が
自
分
の
店
の
よ
う
に
振
る

舞
っ
て
い
る
。
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
も
と

も
と
は
材
木
屋
だ
っ
た
が
、
飲
食
店
業
務
に
も

事
業
拡
大
を
図
り
昭
和
四
十
九
年
に
「
味
処

大
番
・
御
山
本
店
を
開
業
し
た
。そ
の
後
、次
々

に
店
舗
を
広
げ
、
現
在
で
は
松
浪
町
の
「
竹

林
亭
」、
伊
達
市
の
「
大
番
保
原
店
」、
荒
井
の

「
こ
け
し
の
里
」、そ
し
て「
ラ
ー
メ
ン
白
樺
伊

達
店
」と
飲
食
店
で
は
不
動
の
地
位
を
築
い
た
。

　

創
業
者
の
今
野
政
邦
氏
は
浪
江
町
津
島
に

杉
山
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
杉
を
も
と
に
昭

和
三
十
八
年
、
福
島
市
曽
根
田
に
信
夫
木
材

通
商
㈱
を
設
立
し
た
。
私
が
中
合
に
在
籍
し

て
い
た
こ
ろ
中
合
の
お
得
意
様
で
か
な
り
の

取
引
が
あ
っ
た
と
い
う
。
杉
の
材
木
が
山
と

積
ま
れ
て
い
た
同
社
の
敷
地
を
今
で
も
思
い

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
政
邦
氏
は
現
在
同
社

の
会
長
で
、
八
十
六
歳
と
な
っ
た
が
お
元
気

で
大
番
各
店
を
回
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
先
日
、

私
た
ち
夫
婦
で
竹
林
亭
に
食
事
に
行
っ
た
お

り
、
偶
然
、
会
長
さ
ん
と
す
れ
違
っ
た
。
店

長
さ
ん
に
手
を
引
か
れ
別
室
で
食
事
を
楽
し

ん
で
い
か
れ
た
よ
う
だ
。

　

陽
介
常
務
の
父
・
昇
悦
氏
は
会
長
の
長
男

で
二
代
目
を
継
い
だ
が
五
十
九
歳
の
若
さ
で

他
界
し
、現
在
は
次
男
の
朗
氏
が
社
長
と
な
っ

て
い
る
。
社
名
の
通
り
同
社
は
木
材
卸
売
、

不
動
産
売
買
、
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の

賃
貸
、
仲
介
を
業
務
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。

　

陽
介
常
務
は
昭
和
五
十
六
年
伊
達
市
生
ま

れ
。
伊
達
小
・
中
を
経
て
福
島
東
高
校
を
卒

業
し
、
拓
殖
大
学
に
入
学
。
海
で
ダ
イ
ビ
ン

グ
や
ラ
イ
フ
セ
イ
ビ
ン
グ
、
つ
ま
り
人
命
救

助
な
ど
も
学
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
サ
ッ
カ
ー
も

楽
し
ん
だ
と
い
う
。

　

卒
業
し
て
東
京
の
不
動
産
会
社
に
就
職
し
、

建
売
住
宅
、
用
地
の
売
買
な
ど
二
年
余
り
修

行
し
た
が
、
父
の
病
で
福
島
に
戻
り
、
父
と

一
緒
に
一
年
ほ
ど
仕
事
を
し
た
が
、亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

「
会
社
名
を
お
聞
き
す
る
と
、
材
木
屋
さ
ん
の

イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
一
般
的
に
は
大
番
と
い

う
飲
食
店
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
ね
」

「
私
は
両
方
の
仕
事
を
や
っ
て
お
り
ま
す
が
」

「
私
は
大
番
の
各
店
で
食
事
を
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
料
理
は
お
い
し
い
し
、
各
店
の

女
将
さ
ん
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
し
、
従
業

員
の
方
々
の
接
客
は
私
か
ら
み
て
皆
さ
ん
合

絵
・
文　

や
や
ま
ひ
ろ
し

信夫木材通商株式会社

今野 陽介氏
（福島市御山字松川原１－２２）

（024）534-3141

常務取締役

格
点
で
す
」

「
恐
れ
入
り
ま
す
。
食
材
の
こ
と
を
申
し
あ
げ

ま
す
と
市
場
か
ら
仕
入
れ
す
る
こ
と
は
勿
論

で
す
が
中
小
の
商
店
さ
ん
と
も
取
引
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。
材
料
が
足
り
な
く
な
っ

た
場
合
で
も
、
す
ぐ
調
達
で
き
る
の
で
あ
り

が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」

　

そ
う
い
え
ば
、
も
と
が
材
木
屋
さ
ん
だ
け

あ
っ
て
各
店
舗
の
設
計
、
建
材
、
デ
ザ
イ
ン

と
も
素
晴
ら
し
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
店

舗
の
規
模
は
大
き
過
ぎ
ず
、
小
さ
過
ぎ
ず
駐

車
場
も
広
い
。

「
そ
の
中
途
半
端
が
良
か
っ
た
ん
で
は
と
思
い

ま
す
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。

　

各
店
舗
を
競
争
さ
せ
、
売
上
を
伸
ば
し
、

献
立
や
仕
入
れ
な
ど
協
調
す
る
と
こ
ろ
は
協

調
し
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

毎
月
、
大
番
グ
ル
ー
プ
で
発
行
し
て
い
る

『
大
番
か
わ
ら
版
』。
お
客
と
ス
タ
ッ
フ
が
一

緒
に
な
っ
て
編
集
し
て
い
る
楽
し
さ
が
あ
る
。

【
　
月
の
こ
よ
み
】

入
道
雲
『
あ
ら
！
カ
ツ
ラ
…
』

７

広報紙についての
お知らせ

　ふくしま法人ニュースは内容

を充実させ８ページ・隔月発行

でお送り致します。

　次回は９月の発行と

なりますので、

よろしくお願い

致します。

e-Tax普及に係る
福島税務署長感謝状の贈呈

　福島税務署では、納税者の利便性の向上や事

務の効率化を計るために、e-Tax（国税電子申告・

納税システム）を活用した申告・納税を推進し

ておりますが、この度、e-Tax の普及定着に多

大な貢献をしたとして、当会副会長・渡邊博美

氏（福島ヤクルト販売㈱代表取締役社長）が木

幡福島税務署長より感謝状を贈呈されました。
渡邊氏（左）と木幡福島税務署長


